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ロープ高所作業に係る安全対策の更なる推進について（要請）  

 

 

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、ロープ高所作業に係る墜落等の危険防止については、平成 27年 8月 18

日付け全建労発第 37号「ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働

安全衛生規則等の一部を改正する省令等について」により周知をお願いしたと

ころですが、今般、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長から、別添のと

おり、この改正省令により義務付けられたロープ高所作業に係る基本的な安全

確保のための措置の履行、及び特別教育の実施について、改めて周知依頼があ

りました。 

つきましては、貴協会会員の皆様に対し、ロープ高所作業に係る安全対策を

更に推進していただきますよう周知方よろしくお願い申し上げます。 

また、添付のリーフレットは、下記の厚生労働省のホームページに掲載され

ていますので、併せてご活用ください。 

 

（添付リーフレットリンク） 

「「ロープ高所作業」での危険防止のための労働安全衛生規則を改正します」 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyok

uanzeneiseibu/0000104440.pdf 

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000104440.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000104440.pdf
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